
京 都 市 洛 西 総 合 庁 舎 昇 降 機 保 守 管 理 業 務 仕 様 書  
 

第１ 総則  

１  受 託 業 者 （ 以 下 「 乙 」 と い う 。 ） は 、 京 都 市 契 約 事 務 規 則 及 び 関 係 法 規 等 を 遵 守

のうえ、誠意をも って昇 降機保守管理業務 を実施 すること。  

２  乙 が 業 務 の 実 施 に 関 し 、 京 都 市 洛 西 総 合 庁 舎 管 理 者 （ 以 下 「 甲 」 と い う 。 ） の 指

示に従わないとき は、業 務の全部又は一部 の中止 を命ずることがで きる。  

３  前 項 の 中 止 に よ り 乙 に 損 害 が 生 ず る こ と が あ っ て も 、 本 市 に 損 害 賠 償 の 責 は な い 。  
 
第２ 保守対象機 器の設 置場所、機種及び 台数  

   設 置 場 所               京都市西京区 大原野東境谷町２ 丁目１ －２  

           京都市洛西総合庁 舎内  

   機種及び台 数           

機 種  
制御  

方式  

停止 (非 停 止 ) 

階床数  
速度  用途  

積載  

荷重  

台

数  
竣工年月  

三菱ロープ式

（機械室レス）  

VVVF 2 45m/min 乗用  750㎏  １  2025年 1月  

   （停電時自 動着床 装置、地震時管制 運転装 置付）  
 
第３ 業務従事者  

乙 は 、 昇 降 機 の 正 常 か つ 良 好 な 運 転 状 態 を 確 保 す る た め 、 監 督 技 術 者 及 び 技 術 者

を定めること。  

１ 監督技術者に ついて は、以下の要件を 満たし ていること。  

(1) 建築基準法に定める 昇降機検査資格者  

(2) 昇降機の保全に関し 、相当の経験を有 し、か つ、熟知した者  

(3) 設置する昇降機の構 造に関し、熟知し た者  

２ 技術者につい ては、 以下の要件を満た してい ること。  

(1) 昇降機の保全に関し 、相当の経験を有 し、か つ、熟知した者  

(2) 設置する昇降機の構 造に関し、熟知し た者  
 
第４ 業務内容  

乙 は 、 昇 降 機 の 正 常 か つ 良 好 な 運 転 状 態 を 確 保 す る た め 、 計 画 的 か つ 迅 速 に 監 督

技術者又は技術者 を派遣 し、監督技術者の 責任の 下、下記事項を実 施する こと。  

１  月 ２ 回 以 上 １ ７ ： ０ ０ 以 降 に 技 術 者 を 派 遣 し 、 機 器 及 び 装 置 の 点 検 を 行 い 、 必 要

に 応 じ て 給 油 ・ 調 整 ・ 清 掃 を 行 う こ と 。 な お 、 点 検 の 対 象 個 所 、 機 器 名 及 び 内 容 に

つ い て は 、 別 紙 「 点 検 内 容 」 に よ る も の と し 、 点 検 の つ ど 「 作 業 報 告 書 」 を 提 出 し 、

確認を受けること 。  

２  点 検 に あ た り 、 必 要 に 応 じ て 以 下 の 消 耗 部 品 等 の 交 換 を 実 施 す る こ と 。 （ 以 下 に

含 ま れ な い 修 理 、 部 品 取 替 工 事 及 び そ の 費 用 に つ い て は 別 途 見 積 り を 添 付 し 提 出 す

るものとする。）  

 (1) 点検用油脂  

 (2) 主リレー用コンタ クト類  

 (3) 小ヒューズ類  

 (4) 各種ランプ類（デジタル表示器は除く）  



 (5) ビス・ナット・ワ ッシャー  

(6) ウエス、サンドペー パー  

３  建 築 基 準 法 第 １ ２ 条 第 ４ 項 に 規 定 す る 検 査 を 契 約 期 間 内 に １ 回 行 い 、 報 告 書 を 提

出すること。  

４  故 障 等 の 緊 急 事 態 に 備 え る た め 、 専 門 の 技 術 者 を ２ ４ 時 間 待 機 さ せ 、 緊 急 事 態 に

あっては直ちにこ れを派 遣し、適切な処置 を行う こと。  

５  昇 降 機 の 安 全 確 保 及 び 正 し い 利 用 法 並 び に 関 係 諸 法 規 改 正 等 に つ い て 、 必 要 な 情

報提供を行うこと 。  

６  昇 降 機 の 点 検 作 業 等 に あ っ て は 、 安 全 確 保 並 び に 養 生 、 後 片 付 け 等 を 確 実 に す る

こと。  
 
第５ 支払方法  

１  委 託 料 は １ ２ 回 の 分 割 払 い と し 、 毎 月 、 委 託 業 務 の 完 了 を 確 認 し た 後 、 乙 か ら の

適 法 な 請 求 に 基 づ き ３ ０ 日 以 内 に 支 払 う も の と す る 。  

 ２  端 数 処 理 に よ り 、 各 回 の 支 払 金 額 の 合 計 と 契 約 金 額 に 差 が 生 じ る 場 合 は 、 ４ 月 分

の支払いにおいて調整する。  
 
第６ その他  

   本 仕 様 内 容 以 外 の 事 項 が 発 生 し た 場 合 に つ い て は 、 甲 乙 誠 意 を も っ て 協 議 す る こ

と。  
 
第７ 委託期間  

   令和８年４ 月１日 ～令和９年３月３ １日  










